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滋賀県庁の環境負荷低減への取組���
滋賀県庁地球温暖化対策実行計画

　平成１９（２００８）年９月に地球温暖化対策推進法第２１条の
規定に基づき、滋賀県庁の事務・事業による温室効果ガ
スの排出抑制を目的として「滋賀県庁地球温暖化対策実
行計画」を策定しました。
　計画では県のすべての機関（県警除く）を対象とし、
二酸化炭素排出量を平成１７年度を基準年として、平成２３
年度までに９％削減することを目標としています。
　目標達成のための削減対策として、本庁舎へのESCO
事業の導入検討、環境にやさしい県庁率先行動計画（グ
リーン・オフィス滋賀）による省資源・省エネルギー・
グリーン購入の推進、新エネルギーの導入等に取り組ん
でいます。

環境にやさしい県庁率先行動計画
（グリーン・オフィス滋賀）の取組
　地域最大規模の事業者であり、消費者でもある県自ら
が環境への負荷を低減する取組を率先して実行するた
め、「環境にやさしい県庁率先行動計画（グリーン・オフ
ィス滋賀）」の取組を環境マネジメントシステムの環境方
針に位置づけ、推進しています。グリーン・オフィス滋
賀では全職員の参加の下に庁舎管理や事務活動の省資
源、省エネルギー、グリーン購入の推進等の取組を行い、
環境負荷の低減を図っています。
　以下にこれまでの取組の実績を示します。

◆省エネルギーの推進
　①各所属ごとの具体的行動項目の実施率（％）

１８年度１７年度１６年度１５年度具体的行動項目

８７．６％８１．７％８１．７％８１．９％窓側消灯

９４．５％９３．２％９５．１％９３．４％昼休み等室内消灯

９１．１％８８．９％９７．７％９７．２％ＯＡ機器電源ＯＦＦ等

９１．２％８３．４％９７．２％９５．１％補助暖房機器適正使用

　②エネルギーの使用実績
　　平成１８年度は電気、水道、ガス、燃料の使用量を平成
１５年度の実績以下とすることを目標として取り組み
ました。

１８年度１７年度１６年度１５年度

目標
未達成

７２，３５７，７１８７２，８９８，３４１７３，３７１，４４９７１，１１７，３１１
電気

（KWh）

目標
達成

４，２６４，５２９５，０２７，１９９４，９４０，２１４４，３９６，０４４
都市ガス
（ｍ３）

目標
達成

１５７，３４１１７８，３７６１６３，８４４１６２，７５２
プロパンガス
（ｍ３）

目標
達成

７２７，９６９８４２，０４５８０７，６６２８３２，５１４
灯油
（㍑）

目標
達成

７５３，７７７８３８，５５３８１５，０２６７８８，２０８
重油Ａ・Ｃ
（㍑）

目標
達成

４４９，３３４４５８，２７０４７１，４９２４７７，５２２
ガソリン
（㍑）

目標
達成

１０３，７３５１０６，０５８１００，３２６１０５，３１４
軽油
（㍑）

目標
達成

９９０，１１３１，０４１，１４２１，０５３，０３３１，０８４，１５１
上水道
（㍑）

―２２２，００６２１３，４８６１７１，５４４１３０，７３１
太陽光発電
（KWh）

　具体的行動項目は定着しており、電気以外の項目でエ
ネルギーの使用量は減少しています。電気使用量は病院
の増床、研究機関の庁舎新築等の要因により増加してい
ます。ただし、対前年度比では使用量の削減が見られま
す。

◆省資源、リサイクルの推進・ごみの減量化
　①各所属ごとの具体的行動項目の実施率（％）

１８年度１７年度１６年度１５年度具体的行動項目

９３．９％９２．９％９９．６％９９．８％ミスコピーの防止

９２．９％９１．９％９９．４％９９．７％ミスプリントの防止

９４．６％９４．８％９９．８％９９．２％両面コピー

９４．２％９３．７％９９．１％９８．８％用紙の裏面活用

８８．０％８７．４％９４．０％９２．６％執務室、コピー室の整
理、整頓等

８９．０％８９．７％９８．７％－事務作業における不要
な印刷の抑制

　②資源の使用実績
　○用紙の使用量の削減
　　平成１８年度は庁内向け印刷物の紙使用量を平成１３年
度比で５割削減することを目標として取り組みました。

１８年度１７年度１６年度１３年度　

目標
未達成

７５，５２９，０６１７４，６６０，５１８７５，３１０，４８６７７，４２９，９９７
コピ－
カウント数

目標
未達成

９５，３０３，８２０９２，８８２，６０６９３，６４８，４６７９２，２３２，４５０
PPC用紙
（普通紙）
購入枚数

　○事務用品等の削減
　　事務用品の使用量の削減を目標として、必要量の即
時交付（各所属の在庫品の削減）、事務用品の再利用
（繰り返し使用）等の取組を行いました。

１８年度１７年度１６年度１５年度　

７，５１０８，１９２１０，３５５９，８０９ボールペン（本）

４，２１７６，４７７６，６２９５，３８５ボールペン替芯（本）

　○可燃ごみの排出量
　　可燃ごみの排出量を平成１５年度の実績以下とするこ
とを目標として取り組みました。

１８年度１７年度１６年度１５年度　

目標
達成

５２９．９６６０．７７８０．２７５４．６
可燃ごみ
（トン）

－６７１．３６６８．７６８４．９６２２．３
古紙等

リサイクル量
（トン）
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　具体的行動項目は定着しており、事務用品の使用量、
ごみの排出量は減少しています。紙の使用量については
コピーカウント数はやや減少傾向にあるものの用紙購入
枚数は増加傾向にあります。今後は紙の使用量削減のた
めに優れた取組の水平展開を行うことなどにより使用量
の削減を推進していきます。

◆グリーン購入の推進
　グリーン購入は、環境に配慮された製品やサービスを
優先的、選択的に購入することにより、環境に配慮した
企業活動を支持、促進することで、持続可能な社会シス
テムの構築に確実に寄与する取組です。滋賀県では平成
６（１９９４）年９月に「滋賀県環境にやさしい物品の購入基
本指針」を策定し、環境対応製品推奨リストを作成して、
全国に先駆けて全県機関 でグリーン購入の取組を始め
ました。
　「滋賀県環境にやさしい物品の購入基本指針」に基づ
き、物品の購入についてすべて「滋賀県グリーン購入判
断基準」によることを目標として取り組んでいます。

１９年度１８年度１７年度目標

目標概ね
達成

９９．１６％９８．５２％９９．２０％１００％実施率

※実施率は金額ベース

　また、グリーン購入の普及、啓発を推進することも目
的としており、以下の取組を行っています。

　・物品の競争入札参加資格登録業者向けの研修会等の
開催

　・県の補助事業の補助対象事業者、委託事業の受託事
業者への補助金交付要綱や委託契約を通じた要請

◆事務事業における積極的な環境配慮の実施
　滋賀県庁環境マネジメントシステムの環境方針に位置
づけ、公共事業等の事務事業の環境負荷を低減していま
す。
　①公共事業に係る環境配慮指針
　　設計、施工の各段階において、環境負荷を低減するた
めに指針に基づき具体的な行動に取り組んでいます。

１９年度実績

目標
公共事業に係る
環境配慮指針の
目標実施率 農業農村

整備事業
治山事業、
林道事業

土木部門
の公共事
業※

目標達成１００％１００％８５％８０％計画段階

目標達成１００％９５％９１％８０％設計段階

目標達成１００％９７％８８％７５％施工段階

※道路事業、河川事業、砂防事業、ダム事業、公園事業、下水道事業、水道事業

　②滋賀県生物環境アドバイザー制度
　　「人と自然にやさしい建設工事」実現の施策として、
平成６年度に「滋賀県生物環境アドバイザー制度」を
設け、生物環境等の専門家の指導助言を受けながら公
共施設の計画策定や工事を実施しています。
　　これまでに延べ３７５箇所（平成６年度から平成１９年度
まで）で制度を適用し、貴重植物の移植、魚やホタル
等への配慮、けもの道の設置等を行いました。

　③建設リサイクル法による県の指針および建設リサイ
クル推進計画

　　「建設リサイクル法」に基づき、「滋賀県における特
定建設資材に係る分別解体等および特定建設資材廃棄
物の再資源化等の促進等の実施に関する指針」を策定
し、建設廃棄物の再生利用率の向上を目標として取り
組んでいます。

１８年度実績目標
建設廃棄物の
再生利用率

目標概ね達成９８％１００％コンクリートがら

目標概ね達成９９％１００％アスファルトがら

目標達成７０％６５％
建設発生木材
（縮減を除く）


